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2022 年 11 月 8 日 
日立建機株式会社 

 

コーポレートガバナンス・コード各原則に関する当社の取り組みについて 

 

第１章株主の権利・平等性の確保 
【基本原則１】 
上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使す
ることができる環境の整備を行うべきである。 
また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。 
少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質的な平等性の確保に
課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮を行うべきである。 
→ 
当社の企業ビジョンのもと、ディスクロージャー・ポリシーを定め、株主・投資家、顧客、取引先、従業
員、地域社会等、当社を取り巻く多様なステークホルダーとの信頼関係を維持・発展させるため、公正で
透明性の高い情報開示を行うとともに、さまざまなコミュニケーション活動を通じてステークホルダーへ
の責任ある対応を行っています。 
フェアディスクロージャーの観点から、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質的な平等
性の確保のため、和文・英文で情報発信を行っています。 
 
【原則１－１．株主の権利の確保】 
上場会社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実質的に確保されるよう、適切な対応を行う
べきである。 
→ 
当社は、すべての株主の権利が実質的に確保されるよう、株主の権利行使について、会社法等の関連法令
に基づき、適法かつ適正に対応しています。 
また株主総会の議決権行使については、議決権電子行使プラットフォームなどインターネットによる事前
行使および当日の株主総会への出席による行使など株主ニーズに合わせて、今後も適宜対応していきます。 
 
（補充原則） 
１－１① 
取締役会は、株主総会において可決には至ったものの相当数の反対票が投じられた会社提案議案があったと認め
るときは、反対の理由や反対票が多くなった原因の分析を行い、株主との対話その他の対応の要否について検討
を行うべきである。 
→ 
当社は、毎年の株主総会議案結果を法務統括部において分析を行い、株主よりいただいた意見を経営に反
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映するため、その結果を取締役へフィードバックするなど適宜適切な対応を行っています。 
 
（補充原則） 
１－１② 
上場会社は、総会決議事項の一部を取締役会に委任するよう株主総会に提案するに当たっては、自らの取締役会
においてコーポレートガバナンスに関する役割・責務を十分に果たし得るような体制が整っているか否かを考慮
すべきである。他方で、上場会社において、そうした体制がしっかりと整っていると判断する場合には、上記の
提案を行うことが、経営判断の機動性・専門性の確保の観点から望ましい場合があることを考慮に入れるべきで
ある。 
→ 
当社は、指名委員会等設置会社を採用することにより、業務執行機能と監督機能を分離し、迅速で責任が
明確な経営を可能にするとともに、取締役で構成され、うち過半数が経営・金融・財務・会計・法務など
様々な専門スキルを有した社外取締役で構成される指名・監査・報酬の３委員会の設置により取締役会の
監督機能をさらに強化し、客観性と透明性の高い経営を実現しています。そのため、剰余金の配当などの
総会決議事項の一部について、経営判断の機動性・専門性を確保するため取締役会で決議できる旨を定款
に定めています。 
 
（補充原則） 
１－１③ 
上場会社は、株主の権利の重要性を踏まえ、その権利行使を事実上妨げることのないよう配慮すべきである。と
りわけ、少数株主にも認められている上場会社及びその役員に対する特別な権利（違法行為の差止めや代表訴訟
提起に係る権利等）については、その権利行使の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮
を行うべきである。 
→ 
当社は、当社株式取扱規則において株主の権利を行使する際の手続きについて定め、株主の権利行使を妨
げることはありません。 
 
【原則１－２．株主総会における権利行使】 
上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点に立って、株主総会におけ
る権利行使に係る適切な環境整備を行うべきである。 
→ 
当社は、株主総会での株主との建設的な対話やそのための十分な情報提供の観点を考慮し、集中日を回避
した株主総会の開催日の設定や、株主総会招集通知の早期発送および和文と英文でのウェブ開示、インタ
ーネットによる議決権行使や議決権電子行使プラットフォームの採用、株主総会当日のライブ配信実施お
よび終了後のアーカイブ配信などの環境整備を行っています。 
 
 
（補充原則） 
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１－２① 
上場会社は、株主総会において株主が適切な判断を行うことに資すると考えられる情報については、必要に応じ
適確に提供すべきである。 
→ 
当社は、招集通知の記載内容の充実に努めるとともに、カラー化や図表、写真などを用いることにより、
株主により分かり易く具体的な情報を提供し、株主が適切に判断できるように努めています。 
また中間報告書、有価証券報告書、決算短信、統合報告書、ニュースリリースなど過去の資料も含め和文・
英文ともに当社のウェブサイトに掲載し、株主の判断に資する情報の提供に努めています。 
 
（補充原則） 
１－２② 
上場会社は、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、招集通知に記載する情報の正確性
を担保しつつその早期発送に努めるべきであり、また、招集通知に記載する情報は、株主総会の招集に係る取締
役会決議から招集通知を発送するまでの間に、TDnet や自社のウェブサイトにより電子的に公表すべきである。 
→ 
当社は、株主が総会議案の十分な検討時間を確保することができるよう、招集通知に記載する情報の正確
性を担保しつつ総会開催日の 3 週間前に発送しています。 
また株主総会の招集に係る取締役会決議から招集通知を発送するまでの間に、TDnet や当社ウェブサイト
などにより開示しています。 
 
（補充原則） 
１－２③ 
上場会社は、株主との建設的な対話の充実や、そのための正確な情報提供等の観点を考慮し、株主総会開催日を
はじめとする株主総会関連の日程の適切な設定を行うべきである。 
→ 
より多くの株主にご出席いただくため、一般的な集中日ではない日かつ月曜日に開催するものとしていま
す。 
 
（補充原則） 
１－２④ 
上場会社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権の電子行使を可能とするた
めの環境作り（議決権電子行使プラットフォームの利用等）や招集通知の英訳を進めるべきである。 
特に、プライム市場上場会社は、少なくとも機関投資家向けに議決権電子行使プラットフォームを利用可能とす
べきである。 
→ 
2006 年 6 月総会から、より多くの株主との意思疎通を図り、同時に定足数の確保の観点から、電磁的方法
による議決権の行使を採用しています。また、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権行使プラ
ットフォームを採用しています。 
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（補充原則） 
１－２⑤ 
信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決
権の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合に対応するため、上場会社は、信託銀行等と協議しつつ
検討を行うべきである。 
→ 
現時点において実質株主による株主総会での議決権行使の対応を行う予定はありませんが、現行の法制度
および世間動向等を踏まえ、適宜検討します。 
 
【原則１－３．資本政策の基本的な方針】 
上場会社は、資本政策の動向が株主の利益に重要な影響を与え得ることを踏まえ、資本政策の基本的な方針につ
いて説明を行うべきである。 
→ 
2020 年 4 月にスタートした中期経営計画「RealizingTomorrow’sOpportunities2022」において資本政策を
含む経営指標目標を示し、その達成に向けた方針や具体的対策など開示しています。 
 

 
 
【原則１－４．政策保有株式】 
上場会社が政策保有株式として上場株式を保有する場合には、政策保有株式の縮減に関する方針・考え方など、
政策保有に関する方針を開示すべきである。また毎年、取締役会で、個別の政策保有株式について、保有目的が
適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を検証すると
ともに、そうした検証の内容について開示すべきである。 
上場会社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な対応を確保するための具体的な基準を策定・開
示し、その基準に沿った対応を行うべきである。 
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→ 
上場株式の政策保有に関する方針および政策保有株式の議決権行使に関する基準については、当社「コー
ポレートガバナンスガイドライン」第 15 条（上場会社株式の政策保有に関する方針）において以下のとお
り定めています。 
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/ 
第 15 条(上場会社株式の政策保有に関する方針) 
当社の政策保有株式に関する方針を以下のとおりとする。 
（１）政策保有株式の保有に関する方針 

当社は、資材の安定調達や販売先の強化その他中長期的に当社の企業価値向上に資すると認められ
る場合を除き政策保有株式を保有しないものとし、保有方針に合致しなくなった場合は、適宜売却
を進め政策保有株式を縮減するものとする。 

（２）保有合理性の検証 
当社は、毎年の取締役会において政策保有株式ごとに、前項に定める保有方針及び資本コストを踏
まえた保有継続の合理性について具体的な検証を行い、検証の内容を開示する。 

（３）議決権行使基準 
当社は、保有株式に係る議決権行使については、発行会社の持続的成長・中長期的な企業価値の向
上及び当社の株主価値向上に寄与するものであるかなど、保有目的に照らし総合的に判断して行使
する。 

（４）政策保有株主との関係 
政策保有株主との取引については、経済合理性に基づき取引条件を検証のうえ取引を継続するもの
とし、政策保有株主から当社株式の売却の意向が示された場合は、その意向を妨げる行為を行わな
い。 

毎年、取締役会ですべての政策保有株式について継続保有の必要性を個別に検証し、検証内容を開示しま
す。 
2021 年度における検証の結果、上場株式について 2 銘柄の全株式の売却を実施しました。その他の銘柄に
ついては保有方針を踏まえて継続保有することとしました。また、当社の政策保有株主より売却の意向を
示された際には、売却の意向を妨げず賛成しています。 
 
（補充原則） 
１－４① 
上場会社は、自社の株式を政策保有株式として保有している会社（政策保有株主）からその株式の売却等の意向
が示された場合には、取引の縮減を示唆することなどにより、売却等を妨げるべきではない。 
→ 
当社は、政策保有株主から株式の売却等の意向が示された場合であっても、既存の取引の縮減を示唆する
ことなどにより、売却等を妨げることはありません。 
 
 
 

https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/
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（補充原則） 
１－４② 
上場会社は、政策保有株主との間で、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社や株
主共同の利益を害するような取引を行うべきではない。 
→ 
当社は、取引先が政策保有株主であるか否かに関わらず、取引の経済合理性を十分に検証しており、会社
や株主共同の利益を害するような取引はありません。 
 
【原則１－５．いわゆる買収防衛策】 
買収防衛の効果をもたらすことを企図してとられる方策は、経営陣・取締役会の保身を目的とするものであって
はならない。その導入・運用については、取締役会・監査役は、株主に対する受託者責任を全うする観点から、
その必要性･合理性をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行うべきである。 
→ 
当社は、買収防衛策の導入を予定していませんが、必要に応じて検討します。 
 
（補充原則） 
１－５① 
上場会社は、自社の株式が公開買付けに付された場合には、取締役会としての考え方（対抗提案があればその内
容を含む）を明確に説明すべきであり、また、株主が公開買付けに応じて株式を手放す権利を不当に妨げる措置
を講じるべきではない。 
→ 
当社株式が公開買付に付された場合、株主がこれに応じるかどうかの判断に資する情報を提供するため、
金融商品取引法および㈱東京証券取引所が定める適時開示に基づき、当社取締役会として意見表明を速や
かに株主に開示します。 
 
【原則１－６．株主の利益を害する可能性のある資本政策】 
支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策（増資、ＭＢＯ等を含む）については、既存株主を不当に害
することのないよう、取締役会・監査役は、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性･合理性
をしっかりと検討し、適正な手続を確保するとともに、株主に十分な説明を行うべきである。 
→ 
当社において支配権の変動や大規模な希釈をもたらす資本政策を行う場合、取締役会においてその必要性・
合理性を検討のうえ、株主へ十分な説明をするとともに、関連法令に従い手続きを行います。 
 
【原則１－７．関連当事者間の取引】 
上場会社がその役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、そうした取引が会社や株主
共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会は、あらかじめ、
取引の重要性やその性質に応じた適切な手続を定めてその枠組みを開示するとともに、その手続を踏まえた監視
（取引の承認を含む）を行うべきである。 
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→ 
取締役および執行役による利益相反取引および競業取引については、取締役会での事前の承認と事後の報
告を要することとしています。当該方針および手続き等については、当社「コーポレートガバナンスガイ
ドライン」第 14 条（利益相反）において以下のとおり定めており、当該取引が会社および株主共同の利益
を害することのないよう、またそうした懸念を惹起することのないよう、取締役会は管理監督を行ってい
ます。 
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/ 
第 14 条(利益相反) 
取締役及び執行役は、当社の利益に反して、自身又は第三者の利益を追求してはならない。 
上記の意図がない場合でも、取締役及び執行役は、取締役会の承認を得なければ、会社法が定める利益相
反取引及び競業取引を行ってはならない。 
前項の取締役会決議において、利害関係(個人的な利害関係のほか、当社外の職業上の利害関係)を有する
取締役は、決定に加わってはならない。 
 
 
第２章株主以外のステークホルダーとの適切な協働 
【基本原則２】 
上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会を
はじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらの
ステークホルダーとの適切な協働に努めるべきである。 
取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土
の醸成に向けてリーダーシップを発揮すべきである。 
→ 
当社は、経営方針や事業内容に対するステークホルダーの理解を深めるために有用であると当社が判断し
た経営・財務的側面の情報や、環境・社会的側面などの非財務情報について、社会から求められる企業活
動の重要な情報として認識し、積極的に開示することによりステークホルダーとの適切な協働に努めてい
ます。 
また当社グループすべての役員および従業員に対し、ステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫
理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けた社長メッセージを定期的に発信しています。 
 
【原則２－１．中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定】 
上場会社は、自らが担う社会的な責任についての考え方を踏まえ、様々なステークホルダーへの価値創造に配慮
した経営を行いつつ中長期的な企業価値向上を図るべきであり、こうした活動の基礎となる経営理念を策定すべ
きである。 
→ 
日立建機グループは、「豊かな大地、豊かな街を未来に…快適な生活空間づくりに貢献」という企業ビジョ
ンを掲げ、全従業員がグループ共通の価値基準・行動規範である Kenkijin スピリット（「Challenge（チャ
レンジ精神）」、「Customer（個客志向）」、「Communication（風通しの良さ）」）の下、「身近で頼りになるパ

https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/
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ートナー」として Reliable solution を継続的に提供し、お客さまの課題解決に努めます。 
これにより事業競争力とグループ経営力の強化を追求し、収益性の向上とキャッシュ・フローの創出力を
高め、また、SDGs や ESG 等を経営課題として、持続可能な社会の構築と事業成長を実現することにより、
企業価値の増大と更なる株主価値向上をめざします。 

 

 
 
【原則２－２．会社の行動準則の策定・実践】 
上場会社は、ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社とし
ての価値観を示しその構成員が従うべき行動準則を定め、実践すべきである。取締役会は、行動準則の策定・改
訂の責務を担い、これが国内外の事業活動の第一線にまで広く浸透し、遵守されるようにすべきである。 
→ 
当社は、日立建機グループの企業ビジョンに加え、変化に強い組織であることを目標とし、すべてのステ
ークホルダーに貢献するための「日立建機グループ行動規範」を定めています。これらのビジョンや行動
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指針は、取締役会において策定・改定され、当社イントラネットへの掲示、社内通達の配信などを通じて
日立建機グループのすべての役員および従業員に周知・徹底しています。 
また当社では上記以外にも、日立建機グループ人権方針や、個人情報保護方針などの行動準則を定め、グ
ループのすべての役員および従業員へ周知し、実践を求めています。 
日立建機グループのすべての役員および従業員は本行動規範を理解・遵守し、高い倫理観を持って、誠実
で公正に行動しています。 
行動規範：https://www.hitachicm.com/global/jp/corporate/conduct/ 
 
(補充原則) 
２－２① 
取締役会は、行動準則が広く実践されているか否かについて、適宜または定期的にレビューを行うべきである。
その際には、実質的に行動準則の趣旨・精神を尊重する企業文化・風土が存在するか否かに重点を置くべきであ
り、形式的な遵守確認に終始すべきではない。 
→ 
当社は、日立建機グループ価値基準・行動規範などに基づき、各専門委員会を設置するなど体制を整備し
ています。また各実施状況について取締役会へ定期報告を行っています。 

 
 
【原則２－３．社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】 
上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題について、適切な対応を行うべきであ
る。 
→ 
当社は、ESG や SDGs などサステナビリティを巡る課題について次の補充原則２－３①に記載のとおり適
切に対応しています。 
 
(補充原則) 
２－３① 
取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適
切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への対応

https://www.hitachicm.com/global/jp/corporate/conduct/
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は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向上
の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を深めるべきである。 
→ 
日立建機グループ全体のサステナビリティ推進活動については、専門部署を設け、国内外のグループ会社
と定期的なコミュニケーションを通じて方向性を共有しながら、グローバルに推進することとしています。 
日立建機グループは、さまざまな社内外のステークホルダーと共に自社の企業価値の向上および毀損につ
ながる課題の分析を進め、事業を通じて社会・環境課題の解決に貢献する重要課題（マテリアリティ）を
特定しました。環境保全活動を含めた具体的なサステナビリティ推進活動については、当社ホームページ
に掲載しています。また、当該活動状況は、年次報告書である「日立建機グループ統合報告書」にも掲載
しています。 
サステナビリティ：https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/ 
統合報告書：https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/download/ 
 
■社会・環境価値における経営指標 

 
 
 
 
 
 

https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/download/
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■TCFD シナリオ分析における全体像 

 
 
■サーキュラー・エコノミーのモデル 

 
 
 
【原則２－４．女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】 
上場会社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、会社の持続的な
成長を確保する上での強みとなり得る、との認識に立ち、社内における女性の活躍促進を含む多様性の確保を推
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進すべきである。 
→ 
真のグローバル企業として勝ち残るためには、今までの延長線上ではなく、新しい戦略や斬新な発想での
事業展開が必要です。そのためには、人種、国籍、性別、年齢などに関わらず、事業を支える人財一人ひと
りの価値観や個性を認め、多様性を尊重し対応していくことが重要です。このような考え方のもと、当社
グループではダイバーシティの推進に取り組んでいます。 
 
（補充原則） 
２－４① 
上場会社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保について
の考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況を開示すべきである。 
また中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環
境整備方針をその実施状況と併せて開示すべきである。 
→ 
１．多様性確保についての考え方 
当社では、多様性確保にあたって、まずは女性活躍推進から重点的に取り組みを進めています。各種女性
比率向上に加え、海外への駐在や、管理職への登用も計画的に行い、その活躍の場も拡大しています。 
 
(1)女性の活躍支援 
2019 年より女性活躍推進の施策を、①女性活躍の基盤構築、②継続就労・復職支援、③キャリア形成支援
の３つに区分し、当社女性社員の不安や課題等を解決する為の各種取り組みを実施しています。女性をは
じめとする多様な人財が、それぞれ高いモチベーションを維持し、家庭と仕事を両立しながら就業を継続
するための環境整備も推進し、女性社員の定着と活躍を支援していきます。 
採用において積極的に女性へ働き掛けを行うため、対象を女性に絞った就職セミナーの開催やパンフレッ
トの配布など、女性従業員を増やすための活動も行っています。 
(2)外国人の登用 
当社では国籍に関わらず人財の登用を進めており、提出日現在は約 250 名が在籍し、内約 10 名は管理職
として活躍しています。 
役員においては、外国人 1 名以上を登用することを目標に計画的に育成を進めており、提出日現在は執行
役１名が外国人です。 
また当社グループの海外連結会社においては、取締役(Director)以上のポストの内約 60％で外国人人財が
活躍しています。 
部長(General Manager)職の現地化も推進しており、約 70％が外国人人財となっており、2030 年度に 80%
を目標にしています。 
 
(3)経験者採用者の登用 
当社管理職ポストにおける経験者採用の割合は 15％、役員ポストは 10％を占めています。 
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２．多様性確保に向けた人財育成方針、社内環境整備方針 
当社グループでは、人財育成を経営の最重要テーマの一つと捉え、ガバナンスとともにすべての経営戦略
の基盤となるものと位置付けています。グループ会社 80 社のうち 73 社が海外にあり、人員の約 6 割を現
地の従業員が占める当社にとって、グローバルな人事マネジメントは人財戦略の要となるものです。その
活躍を後押しするため、2020 年度の下半期からグローバル HR ポリシーを整備し、人事制度や施策をグロ
ーバルで共有すべく取り組んでいます。各国の処遇体系や育成プログラムにグローバルな標準モデルを導
入し、人財と組織のパフォーマンスを最大化することで、より多様な人財が活躍できる環境の整備を図っ
ています。 
さらに、グローバルリーダー人財の育成にも注力しています。グループグローバルに経営リーダーを選抜
し、各人の育成計画に基づいた人財の活用を図っています。具体的には、キャリアパスに基づく計画的な
人事ローテーション、選抜経営研修への派遣、経営マインド習得のための経営幹部面談の実施等に取り組
んでいます。 
引き続き、会社の持続的な成長が図られるよう、多様な人財の活躍を推進していきます。 
 
【原則２－５．内部通報】 
上場会社は、その従業員等が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切な行為・情報開示に関
する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、また伝えられた情報や疑念が客観的に検証され適切に活用さ
れるよう、内部通報に係る適切な体制整備を行うべきである。取締役会は、こうした体制整備を実現する責務を
負うとともに、その運用状況を監督すべきである。 
→ 
日立建機グループは、法令や企業倫理、マナーやモラル等のコンプライアンス遵守を徹底し、コンプライ
アンス違反行為などによる不正の芽を早期に発見し、対処することにより自浄作用を高めること、またコ
ンプライアンス意識の向上を図ることを目的として、「コンプライアンス・ホットライン」および「グロー
バル・アラートライン」の 2 種類の通報制度を設けています。 
「コンプライアンス・ホットライン」は、当社法務統括部コンプライアンス推進部が窓口となって、コン
プライアンスに関する通報に対応する通報制度です。通報を窓口で受け付けた後、通報内容を検討のうえ、
調査チームを編成し、調査を行い、対処方法を検討します。 

 
「グローバル・アラートライン」は、日本語を母国語としない方や海外グループ会社の従業員にとっても、
時差や言語の心配なく利用できるよう外部通報窓口を用いたグローバルな通報制度です。24 時間 365 日、
多言語での利用が可能です。 
取締役会は、責任部署による検討内容や対処方法など運用状況について報告を受けています。 
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（補充原則） 
２－５① 
上場会社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口の設置（例えば、社外取締役と監
査役による合議体を窓口とする等）を行うべきであり、また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規
律を整備すべきである。 
→ 
現在の当社の内部通報制度は、執行体制内で運営しており、外部の専門家または法務統括部を直接の窓口
として運営する制度となっています。すべての通報内容およびその対処を取締役会および監査委員会に報
告しています。また前記内部通報制度の運営にあたり、情報提供者の秘匿および不利益取扱い禁止を含む
規則を制定しています。今後、執行体制から独立した窓口の設置を検討します。 
 
【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】 
上場会社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を
与えることを踏まえ、企業年金が運用（運用機関に対するモニタリングなどのスチュワードシップ活動を
含む）の専門性を高めてアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、運用に当たる適切な
資質を持った人材の計画的な登用・配置などの人事面や運営面における取組みを行うとともに、そうした
取組みの内容を開示すべきである。その際、上場会社は、企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益
相反が適切に管理されるようにすべきである。 
→ 
当社では企業年金基金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えるこ
とを踏まえ、「日立建機企業年金基金」を通じて以下の運営を行なっています。 
・長期的に必要とされる予定運用利回りを確保すべく、「運用基本方針」「政策アセットミックス」を策定

し、適切に分散したポートフォリオで運用しています。 
・母体企業から人事、財務の専門性を有した人財を基金理事として任用するとともに、外部の運用コンサ

ルタントを起用し、運用能力および専門知識を強化しています。 
・積立金の運用を、適正な評価の下に選任された複数の運用機関へ委託し、個別の投資先銘柄選定や議決

権行使を各運用機関へ一任する事で、企業年金の受益者と会社との間に生じる利益相反を適切に管理し
ています。 

・委託先運用機関の運用状況（議決権行使を含む）は、基金が実施する運用報告会を通じて定期的モニタ
リングしています。 
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・人事管掌役員、財務管掌役員、人事、経理、財務、法務等、各部門の部門長からなる「年金委員会」を設
置し、基金理事会の諮問機関として運用の意思決定を助けるとともに、母体企業内の円滑な情報共有体
制を組織的に強化することにより、透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行なう仕組みを構築してい
ます。 

 
 
第３章適切な情報開示と透明性の確保 
【基本原則３】 
上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る
情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提
供にも主体的に取り組むべきである。 
その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤となることも
踏まえ、そうした情報（とりわけ非財務情報）が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性
の高いものとなるようにすべきである。 
→ 
当社は、会社法および金融商品取引法など各種法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開
示以外の情報に関しても統合報告書など当社ホームページにて積極的な情報開示に努めています。 
 
【原則３－１．情報開示の充実】 
上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実
効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、（本コードの各原則において開示を求めている事
項のほか、）以下の事項について開示し、主体的な情報発信を行うべきである。 
（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画 
（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方
針 
（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 
（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 
（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々
の選解任・指名についての説明 
→ 
（１）経営理念、経営戦略および経営計画 

当社ホームページにて企業理念、経営理念および経営計画等最新の情報を開示しています。 
【日立建機のビジョン】https://www.hitachicm.com/global/jp/corporate/ 
【 中 期 経 営 計 画 】 https://www.hitachicm.com/global/jp/corporate/medium-term-management-
plan/ 
【統合報告書】https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/download/ 

（２）当社におけるコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 
本報告書「1.1 基本的考え方」および当社「コーポレートガバナンスガイドライン」に記載していま

https://www.hitachicm.com/global/jp/corporate/
https://www.hitachicm.com/global/jp/corporate/medium-term-management-plan/
https://www.hitachicm.com/global/jp/corporate/medium-term-management-plan/
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/download/
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す。 
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/ 

（３）経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 
報酬等の額の決定に関する方針については、本報告書「2．報酬の額又はその算出方法の決定方針の
開示内容」に記載しています。この方針に則り報酬委員会が個人別の報酬額等を決定しています。 

（４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続 
経営陣幹部の選解任方針については、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第 3 条（取締
役の構成）および第 13 条（経営陣幹部の選解任の方針）において以下のとおり定めています。 
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/ 

第 13 条(経営陣幹部の選解任の方針) 
取締役会は、経営陣幹部について、以下の選任基準・解任基準を踏まえ、指名委員会の意見も考慮のうえ
選解任を検討し、実行する。 
（１）選任基準 

1.人格、識見、指導力に優れた者であること 
2.会社経営の分野における豊富な経験と実績を有し、当社の企業価値・株主共同の利益の継続的な向

上を実現するために最適と考えられる者であること 
（２）解任基準 

1.公序良俗に反する行為を行った場合 
2.健康上の理由から、職務の継続が困難となった場合 
3.職務の懈怠等により当社の企業価値を著しく毀損した場合 
4.前項に定める選任基準を満たさないと判断した場合 
 

また取締役候補者の指名については、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第 3 条（取締
役の構成）において以下のとおり定めています。 
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/ 

第 3 条(取締役の構成) 
指名委員会は、取締役候補者の決定に当たり、以下の事項を考慮する。 

1.取締役会の経営監督機能及び意思決定機能の実効性を確保するため、取締役候補者の有する経験、専
門知識、性別や国籍等の多様性、社外取締役とそれ以外の取締役(執行役兼務者及び当社グループ出身
の非業務執行取締役)の構成比等を考慮する。 

2.取締役会の継続性を保つため、新任の取締役候補者が候補者の全て或いは殆ど全てを構成することと
ならないよう考慮する。 

3.取締役会に新しい視点や意見が継続的にもたらされるよう、取締役候補者が当社取締役に就任してか
らの年数や年齢を考慮するものとする。 

指名委員会は、原則として、75 歳に達した者を取締役候補者としない。但し、特別の場合、75 歳以上の者
を候補者とすることがある。 
 
これらの方針に則り、取締役会が経営陣幹部を選任または解任することとし、指名委員会が取締役候補者

https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/
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を決定しています。 
 
（補充原則） 
３－１① 
上記の情報の開示（法令に基づく開示を含むに当たって、取締役会は、ひな型的な記述や具体性を欠く記述を避
け、利用者にとって付加価値の高い記載となるようにすべきである。 
→ 
当社は、情報の開示にあたり、その正確性・迅速性に加え、具体的かつ分かりやすく記載することにより
利用者にとって付加価値が高く、当社への理解向上に資するよう努めています。 
 
（補充原則） 
３－１② 
上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・
提供を進めるべきである。 
特に、プライム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行うべきで
ある。 
→ 
当社は、海外投資家比率等も踏まえ、招集通知や有価証券報告書だけでなく、その他リリースなども、当
社ホームページのグローバルサイトで各種英文開示を行っています。 
 
（補充原則） 
３－１③ 
上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。
また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりや
すく具体的に情報を開示・提供すべきである。 
特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響に
ついて、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるＴＣＦＤまたはそれと同等
の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。 
→ 
気候変動は、自然環境や生態系のみならず、経済・社会にも甚大な影響を与える最も重要な環境問題の一
つです。日立建機は 2020 年 10 月、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言への賛同を表明
し、サステナブルでレジリエンスな事業展開をめざして、本提言に沿った活動推進に努めています。また、
TCFD フレームワークに基づく情報開示を通じたステークホルダーとのエンゲージメント強化にも注力し
ています。 
和文 URL：https://www.hitachicm.com/global/wp-content/uploads/2021/08/2021_51-56.pdf 
英文 URL：https://www.hitachicm.com/global/wp-content/uploads/2021/09/2021_51-56e.pdf 
人財投資については、経営戦略の実現のため「グローバルフロント力・技術力の強化に向けた人財育成の
拡充」「グローバル経営力・マネジメント力の強化に向けた育成体系の整備」を人財育成の重点項目として、

https://www.hitachicm.com/global/wp-content/uploads/2021/08/2021_51-56.pdf
https://www.hitachicm.com/global/wp-content/uploads/2021/09/2021_51-56e.pdf
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全社教育委員会・専門教育委員会で各種施策を審議し、実行しています。また社員一人あたりの教育時間・
教育投資額、人財戦略は以下のとおり開示しています。 
社員一人当たり教育時間・教育投資額： 
https://www.hitachicm.com/global/ja/sustainability/social/labor/development/ 
統合報告書（人財戦略）： 
https://www.hitachicm.com/content/dam/hitachicm/global/ja/sustainability/download/docs/ir2022/2022_53-54.pdf 

知的財産については、「日立建機グループ行動規範」において、当社の知的財産の保護および他社の知的
財産の尊重についての基本方針を定め、この方針に基づいた知的財産活動を展開しています。日立建機で
は 2011 年以降、海外特許出願比率 30％以上を維持しています。今後は、バリューチェーン関連技術の出
願を強化し、グローバルトップクラスの知財力を確立していきます。当社の知的資本における価値創造プ
ロセスは以下のとおり開示しています。 
統合報告書（知的資本における価値創造プロセス）： 

https://www.hitachicm.com/content/dam/hitachicm/global/ja/sustainability/download/docs/ir2022/2022_15-16.pdf 

 
【原則３－２．外部会計監査人】 
外部会計監査人及び上場会社は、外部会計監査人が株主・投資家に対して責務を負っていることを認識し、適正
な監査の確保に向けて適切な対応を行うべきである。 
→ 
当社は、外部会計監査人の責務を十分に認識し、外部会計監査人が適正に十分な監査を実施可能とするた
め、年度ごとに予め監査計画および監査重点項目などを協議確認のうえ受領するとともに、その円滑な監
査遂行に必要な体制の確保や、十分な資料の開示、説明の実行に努めています。 
 
（補充原則） 
３－２① 
監査役会は、少なくとも下記の対応を行うべきである。 
（ⅰ）外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準の策定 
（ⅱ）外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認 
→ 
監査委員会は、外部会計監査人のグローバルな監査体制、当該会計年度における監査計画と監査重点項目
に基づく監査遂行内容と結果などの監査品質、あるいは監査委員会および経営幹部等とのコミュニケーシ
ョンなどを通して醸成された当社事業内容への適切な理解度や、監査報酬等を網羅的に評価する会計監査
人評価基準に基づいて評価を行い、その再任を決定しています。 
選定した外部会計監査人はグローバルな会計監査が遂行可能な体制を持ち、外部会計監査人としての優れ
た専門性および厳格な独立性を有し、国際的に会計監査が適法かつ適正に遂行可能な体制等を総合的に勘
案した結果であり、外部会計監査人として適切な監査法人であることを確認しています。 
 
（補充原則） 
３－２② 

https://www.hitachicm.com/global/ja/sustainability/social/labor/development/
https://www.hitachicm.com/content/dam/hitachicm/global/ja/sustainability/download/docs/ir2022/2022_53-54.pdf
https://www.hitachicm.com/content/dam/hitachicm/global/ja/sustainability/download/docs/ir2022/2022_15-16.pdf
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取締役会及び監査役会は、少なくとも下記の対応を行うべきである。 
（ⅰ）高品質な監査を可能とする十分な監査時間の確保 
（ⅱ）外部会計監査人からＣＥＯ・ＣＦＯ等の経営陣幹部へのアクセス（面談等）の確保 
（ⅲ）外部会計監査人と監査役（監査役会への出席を含む）、内部監査部門や社外取締役との十分な連携の確保 
（ⅳ）外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合の会社側の対応
体制の確立 
→ 
独立社外取締役が過半数を占める監査委員会は、外部会計監査人より年度ごとに予め監査計画および監査
重点項目の説明をうけ協議検討し、厳格な監査遂行を効率的に可能とする十分な監査時間が確保されてい
ることを確認するとともに、四半期ごとに監査時間の実績を確認しています。 
外部会計監査人と経営幹部とのコミュニケーションは、CEO とは年度に 2 回、CFO とは年度に 4 回以上
の面談を実施するとともに、その他の執行役とも毎年度に面談を行い、外部会計監査人はコミュニケーシ
ョンを通じて監査に資する情報入手と理解を深める機会を有しています。 
また、外部会計監査人から監査委員会には、四半期ごとのレビュー監査を含む会計監査結果報告に加え、
外部会計監査人が把握した内部統制システムの整備・運用状況、リスクの評価および監査の重点項目や監
査上の主要な検討事項（KAM）などについて討議・検討を行うなど、年間で 6 回以上のコミュニケーショ
ンの機会を設けて連携の強化を図っています。内部監査部門と外部会計監査人においては、四半期に一度
以上の頻度で、当社の各事業部およびグループ各社における内部監査指摘内容を共有するとともに、外部
会計監査人およびそのグローバルネットワークが、当社およびグループ会社に発行したマネージメントレ
ターを共有して意見交換を行い、会計処理や業務運用面におけるリスクの把握とその改善に努めています。 
なお、業務運営上の不正や不備・問題があった場合は、監査委員会、内部監査部門および外部会計監査人
も事案を共有するとともに、事案への対策や再発防止などについて、業務執行部門の対応を十分にモニタ
リングしています。 
 
第４章取締役会等の責務 
【基本原則４】 
上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値
の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、 
(1)企業戦略等の大きな方向性を示すこと 
(2)経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと 
(3)独立した客観的な立場から、経営陣（執行役及びいわゆる執行役員を含む）・取締役に対する実効性の高い監
督を行うことをはじめとする役割・責務を適切に果たすべきである。 
こうした役割・責務は、監査役会設置会社（その役割・責務の一部は監査役及び監査役会が担うこととなる）、
指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社など、いずれの機関設計を採用する場合にも、等しく適切に果た
されるべきである。 
→ 
当社は、取締役会において企業ビジョンを始め、企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上を念頭に中
期経営計画を策定するなど、企業戦略等について決定しています。 
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当社は、補充原則１－１②に記載のとおり指名委員会等設置会社を採用することにより、業務執行機能と
監督機能を分離し、迅速で責任が明確な経営を可能にするとともに、取締役会の監督機能をさらに強化す
べく社外取締役を 3 分の 1 以上置き、客観性と透明性の高い経営を実現しています。 
当社は、会社法における各取締役の監督機能に加え、独立社外取締役が過半数を占める監査委員会におい
てより一層厳しい、業務執行状況の監督を行い、客観性と透明性の高い経営の確保に努めています。 
 
【原則４－１．取締役会の役割・責務(1)】 
取締役会は、会社の目指すところ（経営理念等）を確立し、戦略的な方向付けを行うことを主要な役割・責務の
一つと捉え、具体的な経営戦略や経営計画等について建設的な議論を行うべきであり、重要な業務執行の決定を
行う場合には、上記の戦略的な方向付けを踏まえるべきである。 
→ 
日立建機の企業ビジョン「豊かな大地、豊かな街を未来へ・・・快適な生活空間づくりに貢献」するに向
け、具体的な経営戦略や中期経営計画の策定・進捗管理について建設的な議論を行っています。 
 
（補充原則） 
４－１① 
取締役会は、取締役会自身として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのかに関連して、経営陣に対する委任
の範囲を明確に定め、その概要を開示すべきである。 
→ 
当社は指名委員会等設置会社であり、監督と執行の分離を徹底しています。法令、定款、会社規則で定め
られた事項を除く業務執行の決定については、原則として執行体制へ委任しています。 
また、取締役会で議論・決議すべき事項と執行体制に委任すべき事項について会社規則を制定し、適切な
経営監督と業務執行が行えるよう、必要に応じて見直しを行っています。 
 
（補充原則） 
４－１② 
取締役会・経営陣幹部は、中期経営計画も株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立ち、その実現
に向けて最善の努力を行うべきである。仮に、中期経営計画が目標未達に終わった場合には、その原因や自社が
行った対応の内容を十分に分析し、株主に説明を行うとともに、その分析を次期以降の計画に反映させるべきで
ある。 
→ 
当社は、中期経営計画の実現が株主に対する重要なコミットメントの一つであると認識しており、目標達
成に向け各種施策の進捗に関して、決算説明会等を通じて開示しています。また次期経営計画策定にあた
り中期経営計画における実績分析・原因追及を行い、新たな改善を図り策定しています。 
 
（補充原則） 
４－１③ 
取締役会は、会社の目指すところ（経営理念等）や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者ＣＥＯ等の後継
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者計画（プランニングの策定・運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけ
て計画的に行われていくよう、適切に監督を行うべきである。 
→ 
当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第 13 条（経営陣幹部の選解任の方針）において、以下のと
おり経営陣幹部の選解任方針を定めています。 
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/ 
第 13 条(経営陣幹部の選解任の方針) 
取締役会は、経営陣幹部について、以下の選任基準・解任基準を踏まえ、指名委員会の意見も考慮のうえ
選解任を検討し、実行する。 
（１）選任基準 

1.人格、識見、指導力に優れた者であること 
2.会社経営の分野における豊富な経験と実績を有し、当社の企業価値・株主共同の利益の継続的な向上

を実現するために最適と考えられる者であること 
（２）解任基準 

1.公序良俗に反する行為を行った場合 
2.健康上の理由から、職務の継続が困難となった場合 
3.職務の懈怠等により当社の企業価値を著しく毀損した場合 
4.前項に定める選任基準を満たさないと判断した場合 

当該方針をふまえ、指名委員会において経営陣幹部の後継者計画について主体的に議論しており、指名委
員会の意見も考慮のうえ取締役会において後継者計画を立案・推進し、経営陣幹部を選任しています。 
 
【原則４－２．取締役会の役割・責務(2)】 
取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うことを主要な役割・責務の一つと捉
え、経営陣からの健全な企業家精神に基づく提案を歓迎しつつ、説明責任の確保に向けて、そうした提案につい
て独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとともに、承認した提案が実行される際には、経
営陣幹部の迅速・果断な意思決定を支援すべきである。 
また、経営陣の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に
資するようなインセンティブ付けを行うべきである。 
→ 
取締役会は、経営の基本方針を決定し、執行役の業務執行を監督しています。なお、基本方針に伴う業務
の決定権限を執行役に大幅に委譲しています。そのため、執行役は、取締役会の決議により定められた職
務の分掌に従い、業務に関する事項の決定を行うとともに業務執行をしています。また全体的に影響を及
ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するために、執行役で組織される執行役会で審
議しています。その決定内容については取締役会に適宜報告し、必要に応じて取締役会においても審議決
定しています。 
 
（補充原則） 
４－２① 

https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/
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取締役会は、経営陣の報酬が持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性
ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定すべきである。その際、中長期的な業績と連動する
報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべきである。 
→業績連動型報酬制度の導入について 

執行役の報酬の一部に業績連動型報酬制度を導入しており、本報告書「取締役・執行役報酬関係」の 
うち「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおり、報酬委員会において、 
役員報酬に係る基本方針を決定しています。 
報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容は次のとおりです。 
 

１．方針の決定の方法 
当社は、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定により、報酬委員会が取締役及び執行役の個人別の
報酬等の額の決定に関する方針を定めています。 
 
２．方針の概要 
（１）取締役及び執行役に共通する事項 

他社の支給水準を勘案の上、当社の業容規模・範囲、当社役員に求められる能力及び責任・リスク
等を踏まえた報酬の水準を設定します。 

（２）取締役 
取締役の報酬は月額報酬のみとします。 

・月額報酬は、職務が監督機能であることに鑑み、固定金額として定めることとし、その支給水準に
ついては、常勤・非常勤の別、基本手当、所属する委員会の委員手当及び職務の内容に応じて決定
します。 
なお、執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しません。 

（３）執行役 
執行役の報酬は、月額報酬及び業績連動報酬からなります。 

・当社の業容規模・範囲、当社役員に問われる能力、負うべき責任・リスク等を踏まえて、世間水準を
基準に標準年収を定めます。 

・月額報酬は、役位ごとに基準額を設けます。 
・業績連動報酬の基準額は、社長は標準年収の概ね 40％、その他執行役は標準年収の概ね 30％とし、

標準業績目標達成度合い及び担当業務における成果に応じて変動させることとし、変動幅は 0～
200％程度とする。評価方法は、原則として以下のとおりの割合で実施します。 

 
 
 
 

 
・業績連動報酬の評価指標及び構成比率は以下のとおりです。 
 

区分 

全社業績 

目標 個人目標 

部門業績 

目標 部門目標 

社長 80% 20% - - 

執行役 50% - 30% 20% 
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区分 評価指標 社長 その他執行役 

①全社業績 

調整後営業利益率 32％ 

80％ 

20％ 

50% 
連結営業キャッシュフロー 16％ 10％ 

連結バリューチェーン売上高 16％ 10％ 

ＥＳＧ評価 16％ 10％ 

② 部門業績目標 20％ 30% 

③ 部門目標(組織健康度を含む経営課題 3 指標) - 20% 

 
  ※組織健康度は、従業員エンゲージメントやダイバーシティ＆インクルージョン等の様々な 

観点から組織の健康状態を評価する指標 
・外国人執行役の報酬水準は、人財確保の観点から各国・地域の報酬水準をベンチマークし、報酬の

市場競争力も勘案して決定します。 
 
（補充原則） 
４－２② 
取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方
針を策定すべきである。 
また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフ
ォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。 
→ 
取締役会のサステナビリティに対する取り組み体制について 
気候変動を含むサステナビリティ重要事項は、CSR 推進責任者会議、環境推進責任者会議で議論したうえ
で、執行役、主要グループ会社社長からなるサステナビリティ推進委員会（年 2 回開催）に報告されます。
サステナビリティに対する最高責任と権限を有する代表執行役執行役社長兼 CEO は、サステナビリティ
推進委員会の議長を務めており、サステナビリティに関わる重要事項の審議・承認を行っています。これ
らの重要事項は、執行役会にて附議・報告し承認を得た後、取締役会にて附議・報告し承認を受けること
で、適切に監視・監督を行っています。 
経営トップのコミットメントにより、国内外のグループが一丸となって計画を推進していく体制となって
います。 
 
【原則４－３．取締役会の役割・責務(3)】 
取締役会は、独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割・
責務の一つと捉え、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に反映すべきである。 
また、取締役会は、適時かつ正確な情報開示が行われるよう監督を行うとともに、内部統制やリスク管理体制を
適切に整備すべきである。 
更に、取締役会は、経営陣・支配株主等の関連当事者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理すべきであ
る。 
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→ 
当社は、指名委員会等設置会社を採用し、取締役の人事に関して指名委員会で審議決定しています。また
業務執行を行う執行役の人事については取締役会にて決議しています。 
執行役は、取締役会より委任された業務を適時かつ正確に執行するため、執行役で構成される執行役会に
おいて内部統制システムやリスク管理体制を適切に整備しています。またその内容については適宜適切に
取締役会へ情報共有しています。 
 
（補充原則） 
４－３① 
取締役会は、経営陣幹部の選任や解任について、会社の業績等の評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続に従
い、適切に実行すべきである。 
→ 
当社は、指名委員会等設置会社であり、取締役については指名委員会で取締役会の構成(多様性)や専門性
(スキルマトリクス)を踏まえたうえで、各取締役の資質、経験、専門分野を勘案し候補者を決定していま
す。また執行役については、指名委員会にも報告のうえ取締役会でこれまでの業績等の評価を踏まえ、慎
重に議論のうえ決議しています。 
 
（補充原則） 
４－３② 
取締役会は、ＣＥＯの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・適時性・
透明性ある手続に従い、十分な時間と資源をかけて、資質を備えたＣＥＯを選任すべきである。 
→ 
当社は、指名委員会等設置会社であり、指名委員会において CEO など経営幹部の後継者育成計画を毎年定
期的に報告・審議し、後継者の育成に努めています。 
 
（補充原則） 
４－３③ 
取締役会は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、ＣＥＯがその機能を十分発揮していないと認められる場合に、
ＣＥＯを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立すべきである。 
→ 
当社は、指名委員会等設置会社であり、取締役会規則において執行役の選任解任および代表執行役の選定、
解職を取締役会が決定する権限を有しており、CEO がその機能を十分に発揮していないと認められる場合、
取締役会規則に基づき取締役会で CEO を解任することが可能です。 
 
（補充原則） 
４－３④ 
内部統制や先を見越した全社的リスク管理体制の整備は、適切なコンプライアンスの確保とリスクテイクの裏付
けとなり得るものであり、取締役会はグループ全体を含めたこれらの体制を適切に構築し、内部監査部門を活用
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しつつ、その運用状況を監督すべきである。 
→ 
コンプライアンス、情報セキュリティ、環境、災害、品質および輸出管理等に関わる個別のリスクについ
ては、それぞれ対応部門にて、必要に応じ、規則・ガイドラインを制定、研修の実施、マニュアルの作成・
配布等を行う体制をとり、当社グループ会社に対しても、各社の規模等に応じて当社に準じた体制の整備
を行わせています。 
また、全社的リスクマネジメント委員会（ERM 委員会）においては、全社横断的な対応方針や経営判断が
必要なリスクについて、その特定と関係部門への周知、リスク評価、リスクマネジメントの重要テーマの
議論、対応策の方針決定を行っています。 
執行役より定期的に実施される当社および当社グループ会社の業務執行状況の報告等を通じ、新たなリス
ク発生の可能性の把握に努め、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、執行役社長から各関連部門
に示達するとともに、速やかに対応責任者となる執行役を定め対応することとしています。 
取締役会は、上記リスクへの対応について適宜報告を受け、管理監督しています。 
 
【原則４－４．監査役及び監査役会の役割・責務】 
監査役及び監査役会は、取締役の職務の執行の監査、監査役・外部会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の
行使などの役割・責務を果たすに当たって、株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場において
適切な判断を行うべきである。 
また、監査役及び監査役会に期待される重要な役割・責務には、業務監査・会計監査をはじめとするいわば「守
りの機能」があるが、こうした機能を含め、その役割・責務を十分に果たすためには、自らの守備範囲を過度に
狭く捉えることは適切でなく、能動的・積極的に権限を行使し、取締役会においてあるいは経営陣に対して適切
に意見を述べるべきである。 
→ 
当社は、指名委員会等設置会社であり、監査役および監査役会に代わり独立社外取締役が過半数を占める
監査委員会を設置し、株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場において適切な判断を行
っています。 
また監査委員は取締役であることから、取締役会を通じて業務執行者である執行役へ適宜適切に意見・指
導等を行っています。 
 
（補充原則） 
４－４① 
監査役会は、会社法により、その半数以上を社外監査役とすること及び常勤の監査役を置くことの双方が求めら
れていることを踏まえ、その役割・責務を十分に果たすとの観点から、前者に由来する強固な独立性と、後者が
保有する高度な情報収集力とを有機的に組み合わせて実効性を高めるべきである。また、監査役または監査役会
は、社外取締役が、その独立性に影響を受けることなく情報収集力の強化を図ることができるよう、社外取締役
との連携を確保すべきである。 
→ 
当社は、指名委員会等設置会社であり、監査委員会は社外取締役５名（うち、独立社外取締役４名）、取締
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役１名の合計６名で構成されています。 
 
【原則４－５．取締役・監査役等の受託者責任】 
上場会社の取締役・監査役及び経営陣は、それぞれの株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの
適切な協働を確保しつつ、会社や株主共同の利益のために行動すべきである。 
→ 
当社の取締役および執行役は、それぞれの株主に対する受託者責任を認識し、社会課題の解決に向けて、
革新的なソリューションを社会に提供し、パートナーやステークホルダーとの協創を推進するとともに、
人々や地球環境に対し責任ある企業活動を行っています。 
 
【原則４－６．経営の監督と執行】 
上場会社は、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保すべく、業務の執行には携わらない、
業務の執行と一定の距離を置く取締役の活用について検討すべきである。 
→ 
当社は、指名委員会等設置会社であり、取締役会の構成は社外取締役６名（うち、独立社外取締役 4 名）、
執行役を兼務する取締役３名および取締役１名の計１０名で構成されており、独立かつ客観的な経営の監
督の実効性を十分確保しています。 
 
【原則４－７．独立社外取締役の役割・責務】 
上場会社は、独立社外取締役には、特に以下の役割・責務を果たすことが期待されることに留意しつつ、その有
効な活用を図るべきである。 
（ⅰ）経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の

向上を図る、との観点からの助言を行うこと 
（ⅱ）経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行うこと 
（ⅲ）会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること 
（ⅳ）経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステーク 
ホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること 
→ 
当社の取締役 10 名のうち１名は株式会社日立製作所の社会ビジネスユニット COO を兼任し、また 1 名は
HCJI ホールディングス合同会社の代表取締役を兼任していることから、取締役会における意見の表明を通
じて、当社の経営方針の決定等について影響を及ぼし得る状況にあります。しかしながら、㈱東京証券取
引所に対し、独立役員として届け出ている社外取締役が４名就任していることから、当社独自の経営判断
を行うことができる状況にあると考えています。 
 
 
【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】 
独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきで
あり、プライム市場上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも３分の１その他の市



27 
 

場の上場会社においては２名以上選任すべきである。 
また、上記にかかわらず、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、過半
数の独立社外取締役を選任することが必要と考えるプライム市場上場会社その他の市場の上場会社においては
少なくとも３分の１以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社）は、十分な人数の独立社外
取締役を選任すべきである。 
→ 
当社は、現在取締役 10 名中、社外取締役６名（うち、独立社外取締役 4 名）を選任しています。それぞれ
の社外取締役の有する専門的な知見から、取締役会における充分な議論を踏まえて独立社外取締役の役割・
責務が果たされていると判断しています。 
なお、取締役会の構成の考え方については、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第 3 条（取締
役の構成）において以下のとおり定めています。 
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/ 
第 3 条(取締役の構成) 
指名委員会は、取締役候補者の決定に当たり、以下の事項を考慮する。 

1.取締役会の経営監督機能及び意思決定機能の実効性を確保するため、取締役候補者の有する経験、専
門知識、性別や国籍等の多様性、社外取締役とそれ以外の取締役(執行役兼務者及び当社グループ出身
の非業務執行取締役)の構成比等を考慮する。 

2.取締役会の継続性を保つため、新任の取締役候補者が候補者の全て或いは殆ど全てを構成することと
ならないよう考慮する。 

3.取締役会に新しい視点や意見が継続的にもたらされるよう、取締役候補者が当社取締役に就任してか
らの年数や年齢を考慮するものとする。 

指名委員会は、原則として、75 歳に達した者を取締役候補者としない。但し、特別の場合、75 歳以上の者
を候補者とすることがある。 
 
 
（補充原則） 
４－８① 
独立社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観点から、例えば、独立社外者のみを構成員
とする会合を定期的に開催するなど、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るべきである。 
→ 
独立社外取締役は、独立した客観的な立場から当社の問題点を検討するため、情報交換の場としてフリー
ディスカッションの機会を設けています。また活発な議論や社内情報の共有認識を図るべく、現場視察や
各種重要な会議への参加、重要会議資料の共有などに努めています。 
 
（補充原則） 
４－８② 
独立社外取締役は、例えば、互選により「筆頭独立社外取締役」を決定することなどにより、経営陣との連絡・
調整や監査役または監査役会との連携に係る体制整備を図るべきである。 

https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/
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→ 
独立社外取締役間における協議の更なる円滑化を図るため、独立社外取締役の互選により「筆頭独立社外
取締役」を設置し、独立社外取締役としての役割および責務を十分に果たせる体制を整備しています。 
 
（補充原則） 
４－８③ 
支配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも３
分の１以上（プライム市場上場会社においては過半数）選任するか、または支配株主と少数株主との利益が相反
する重要な取引・行為について審議・検討を行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委
員会を設置すべきである。 
→ 
当社は、支配株主を有していません。 
なお、支配株主でない大株主との取引については、決議に加われる取締役の過半数は社外取締役であり、
市場価格等を勘案のうえ、合理的に決定しています。 
当社は、取締役の内、独立社外取締役が 3 分の 1 以上を占めており、独立性を維持した運営をしています。 
 
【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 
取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面にお
いて担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべきである。また、取締役会は、取締役会にお
ける率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定するよう努める
べきである。 
→ 
当社の取締役会の構成の考え方については、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第 5 条（社外
取締役の独立性の判断基準）において以下のとおり定めています。 
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/ 
第 5 条(社外取締役の独立性の判断基準) 
指名委員会は、以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。 

1.当該社外取締役の 2 親等以内の近親者が、現在又は過去 3 年において、当社又は当社子会社の取締役
又は執行役として在職していた場合 

2.当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務
の提供の対価として当社から支払いを受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引
金額が、過去 3 事業年度のうちいずれかの 1 事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の 2％を
超える場合 

3.当該社外取締役が、過去 3 事業年度のうちいずれかの 1 事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の
専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に 1,000 万円を超える報酬(当社取締役としての報
酬を除く)を受けている場合 

4.当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する当社からの寄付金が、過去 3
事業年度のうちいずれかの 1 事業年度当たり、1,000 万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益

https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/
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の 2％を超える場合 
 
【原則４－10．任意の仕組みの活用】 
上場会社は、会社法が定める会社の機関設計のうち会社の特性に応じて最も適切な形態を採用するに当た
り、必要に応じて任意の仕組みを活用することにより、統治機能の更なる充実を図るべきである。 
→ 
当社は、会社法が定める指名委員会等設置会社を採用しており、指名・監査・報酬の３委員会を設置して
います。 
 
（補充原則） 
４－10① 
上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、独立社外取締役が取締役会の過半数に達し
ていない場合には、経営陣幹部・取締役の指名（後継者計画を含む）・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・
客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・
報酬委員会を設置することにより、指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多
様性やスキルの観点を含め、これらの委員会の適切な関与・助言を得るべきである。 
特に、プライム市場上場会社は、各委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本とし、その委員
会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等を開示すべきである。 
→ 
当社では、経営戦略を迅速・確実に遂行できる執行体制を構築するとともに、公正で透明性の高い経営の
実現をめざして、会社法に定める指名委員会等設置会社の組織体制を採用し、経営監督機能と業務執行機
能の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化を図っています。 
会社法の定めに則り、監査委員会、報酬委員会、指名委員会の各委員会の構成員の過半数を社外取締役と
しており、独立性を維持した運営をしています。 
 
【原則４－11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】 
取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェン
ダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである。また、監査役
には、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する者が選任されるべきであり、特に、
財務・会計に関する十分な知見を有している者が１名以上選任されるべきである。 
取締役会は、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行うことなどにより、その機能の向上を図るべ
きである。 
→ 
（１）当社は定款において取締役会の員数を 15 名以内としており、現在、取締役会は、社外取締役６名を

含む 10 名（男性 8 名・女性 2 名）で構成されています。 
また当社取締役および社外取締役の詳細な職歴および年齢につきましては、「2022 年 3 月期第 58 期
有価証券報告書」に記載の 44 頁から 46 頁に掲載しています。 

（https://www.hitachicm.com/global/jp/ir/library/securities-report/） 

https://www.hitachicm.com/global/jp/ir/library/securities-report/
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（取締役会の構成についての考え方は補充原則 4-11①をご参照ください。） 
（２）当社では、監査委員として適切な経験・能力および必要な金融・財務・会計・法務に関する知識を有

する者を選任しており、特に財務・会計に関する十分な知見を有しているものを選任しています。 
（３）毎年、取締役会実効性評価を実施し、当社取締役会の実効性が担保されていることを確認するとと

もに、継続的な機能向上を図っています。 
（詳細は補充原則 4-11③を参照ください。） 
 
（補充原則） 
４－11① 
取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知識・経
験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわ
ゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み
合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。その際、独立社外取締役には、他社での
経営経験を有する者を含めるべきである。 
→ 
取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方、取締役の選任
に関する方針・手続は、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第 3 条（取締役の構成）、第 4 条（取
締役の適性）において以下のとおり定めています。 
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/ 
第 3 条(取締役の構成) 
指名委員会は、取締役候補者の決定に当たり、以下の事項を考慮する。 

1.取締役会の経営監督機能及び意思決定機能の実効性を確保するため、取締役候補者の有する経験、専
門知識、性別や国籍等の多様性、社外取締役とそれ以外の取締役(執行役兼務者及び当社グループ出身
の非業務執行取締役)の構成比等を考慮する。 

2.取締役会の継続性を保つため、新任の取締役候補者が候補者の全て或いは殆ど全てを構成することと
ならないよう考慮する。 

3.取締役会に新しい視点や意見が継続的にもたらされるよう、取締役候補者が当社取締役に就任してか
らの年数や年齢を考慮するものとする。 

指名委員会は、原則として、75 歳に達した者を取締役候補者としない。但し、特別の場合、75 歳以上の者
を候補者とすることがある。 
第 4 条(取締役の適性) 
指名委員会は、取締役候補者を決定する際、以下の事項を考慮するものとする。 

1.取締役候補者が、人格、識見に優れた者であること 
2.社外取締役候補者が、第 5 条に定める独立性の判断基準を満たすことに加え、会社経営、法曹、行政、

財務、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルでの経験を有する者であるこ
と。 

取締役の職歴および有するスキル等の組み合わせは株主総会招集通知で開示しています。他社での経営経
験を有する者を含めて、何れも豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有する独立社外取締役を選任し

https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/
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ており、その多様性も確保できていると考えています。 
【定時株主総会招集ご通知】https://www.hitachicm.com/global/jp/ir/stock-and-bond/smeeting/ 
 
 
（補充原則） 
４－11② 
社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・
労力を取締役・監査役の業務に振り向けるべきである。こうした観点から、例えば、取締役・監査役が他の上場
会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであり、上場会社は、その兼任状況を毎
年開示すべきである。 
→ 
当社の取締役会の重要な兼職の状況については、株主総会招集通知で開示しています。 
【定時株主総会招集ご通知】https://www.hitachicm.com/global/jp/ir/stock-and-bond/smeeting/ 
なお、上場会社の役員の兼職に関する方針は当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第 6 条（他社
役員の兼職）において以下のとおり定めています。 
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/ 
第 6 条(他社役員の兼職) 
取締役は、当社の事業等を理解し、取締役会に出席し、またその準備を行うために必要な時間を確保する
ことが求められることから、当社の他に 4 社を超える上場会社の役員(取締役、監査役又は執行役)を兼職
しないことが望ましい。 
取締役が他社から役員就任の要請を受けたときは、その旨を第 7 条に定める取締役に通知する。 
 
（補充原則） 
４－11③ 
取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の 
実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべきである。 
→ 
当社は取締役会の実効性を確保・向上することを目的に、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」
第 11 条（取締役会の評価）において、毎年、取締役会の実効性に関する評価を行うこととしています。 
2021 年度における取締役会の実効性評価を分析・評価いたしましたので、その結果の概要を以下のとおり
開示いたします。 
＜評価方法＞ 
（１）2022 年 2 月に全取締役 10 名を対象に、以下項目についてアンケートを実施。３月にアンケート結

果をもとに社外取締役を含む取締役 6 名に対し、アンケート結果を踏まえてインタビューを実施。 
アンケート項目 
１．取締役会の構成 
２．取締役会の運営状況 
３．各種委員会（指名・監査・報酬）の構成と役割 

https://www.hitachicm.com/global/jp/ir/stock-and-bond/smeeting/
https://www.hitachicm.com/global/jp/ir/stock-and-bond/smeeting/
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/
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４．取締役に対する支援体制 
５．投資家・株主との関係 
６．トピックス（ESG や SDGs の取り組み、取締役会として重視すべきスキル） 
７．その他自由記載 
・取締役会における経営戦略の策定、審議、決定プロセスと戦略実行の監督プロセスのあり方について 
・取締役会レベルにおけるリスクマネジメントおよびコンプライアンスの監督について 
（２）アンケート、インタビュー結果をもとに、取締役会事務局で集計・分析を実施。 

前年度の結果に対し、どの程度課題が改善されたかの結果を纏め、4 月の取締役会において結果を
報告し、改善すべき課題と改善策について審議を実施。 

＜分析・評価＞ 
2021 年度は、昨年に引き続き多くの項目において「機能している」「概ね機能している」と評価されまし
た。一方で、取締役各位とのインタビューでいただいたご意見も踏まえて、本年度は新たに①ESG や SDGs
の位置付けと方針の明確化、②取締役会等の会議資料の更なる充実、③投資家等への更なる積極的開示に
ついて課題が挙がりました。取締役会の議論を更に有効にするための一段上の取り組みが必要であること
が確認されました。 
＜今後の取り組み＞ 
当社取締役会は、分析・評価結果を踏まえ、各項目において取締役会で議論のうえ、継続的な実効性の向
上にむけて次の事項について取り組むこととしました。 
１．ESG・SDGs の位置付けを取締役会において明確化し、附議基準を見直す 
２．会議資料を作成する部署への指導 
３．開示内容・方法を改善し、当社の理念・ビジョンと当社取り組みとの関連を投資家に理解いただく 
 
【原則４－12．取締役会における審議の活性化】 
取締役会は、社外取締役による問題提起を含め自由闊達で建設的な議論・意見交換を尊ぶ気風の醸成に努めるべ
きである。 
→ 
当社は、取締役会において自由闊達で建設的な議論・意見交換を行うため、取締役全員による懇談の時間
を設け運営しています。 
 
（補充原則） 
４－12① 
取締役会は、会議運営に関する下記の取扱いを確保しつつ、その審議の活性化を図るべきである。 
（ⅰ）取締役会の資料が、会日に十分に先立って配布されるようにすること 
（ⅱ）取締役会の資料以外にも、必要に応じ、会社から取締役に対して十分な情報が（適切な場合には、要点を

把握しやすいように整理・分析された形で）提供されるようにすること 
（ⅲ）年間の取締役会開催スケジュールや予想される審議事項について決定しておくこと 
（ⅳ）審議項目数や開催頻度を適切に設定すること 
（ⅴ）審議時間を十分に確保すること 



33 
 

→ 
取締役会の資料は、会日に十分に先立って配布しています。 
取締役会の議案については、原則として執行役会の承認を経て附議されることから、執行役会への附議の
段階で各取締役は資料を確認することができ、必要に応じて疑義を取締役会事務局が受け付ける体制とし
ています。 
各取締役には、取締役会の開催にあたり十分な議論の時間を確保するため、事前に開催スケジュールおよ
び審議時間を決め、お知らせしています。 
会社法および取締役会規則に基づき、開催頻度を適切に設定するとともに、十分な議論の時間を確保する
ため、取締役会事務局において審議項目数の調整、リモート会議の活用等を行っています。 
要点を簡潔に説明するため予め資料の共有を図るとともに、予め各議案の説明時間を設定し、審議時間を
十分確保しています。 
 
【原則４－13．情報入手と支援体制】 
取締役・監査役は、その役割・責務を実効的に果たすために、能動的に情報を入手すべきであり、必要に応じ、
会社に対して追加の情報提供を求めるべきである。 
また、上場会社は、人員面を含む取締役・監査役の支援体制を整えるべきである。 
取締役会・監査役会は、各取締役・監査役が求める情報の円滑な提供が確保されているかどうかを確認すべきで
ある。 
→ 
すべての独立社外取締役は監査委員であり、重要な会議に出席すると共に、執行役全員および従業員やグ
ループ会社各社から職務の執行状況や事業状況を聴取し、執行役会議案書などの重要な意思決定、または
決裁書類等を閲覧することができる体制にあります。 
また、各取締役が十分な情報を入手できるように支援するため、取締役に対しては取締役会事務局、監査
委員会に対しては監査委員会事務局が中心となりサポートしています。 
 
（補充原則） 
４－13① 
社外取締役を含む取締役は、透明・公正かつ迅速・果断な会社の意思決定に資するとの観点から、必要と考える
場合には、会社に対して追加の情報提供を求めるべきである。また、社外監査役を含む監査役は、法令に基づく
調査権限を行使することを含め、適切に情報入手を行うべきである。 
→ 
取締役は、透明・公正かつ迅速・果断な会社の意思決定のため、必要に応じ追加情報の提供を求めること
ができ、取締役会事務局を通じて必要な情報の入手を行っています。 
 
（補充原則） 
４－13② 
取締役・監査役は、必要と考える場合には、会社の費用において外部の専門家の助言を得ることも考慮すべきで
ある。 
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→ 
当社取締役は、必要に応じ、会社の費用により専門家の助言を得ることができる体制となっています。 
 
（補充原則） 
４－13③ 
上場会社は、取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監査部門がこれらに対しても適切に直接報告を行う
仕組みを構築すること等により、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保すべきである。また、上場会社
は、例えば、社外取締役・社外監査役の指示を受けて会社の情報を適確に提供できるよう社内との連絡・調整に
あたる者の選任など、社外取締役や社外監査役に必要な情報を適確に提供するための工夫を行うべきである。 
→ 
当社は、執行役会に附議・報告された当社および当社グループ会社の案件については、執行役より遅滞な
く監査委員に報告します。また、内部監査担当部門が実施した当社および当社グループ会社に対する内部
監査の結果については、遅滞なく監査委員に報告します。そして、監査委員会事務局が、定期的に取締役
会に、監査報告を行います。これにより、内部監査部門と監査委員を含む取締役との連携を取っています。 
社外取締役へ必要な情報を適確に提供するために、取締役会事務局である法務統括部、監査委員会の職務
を補助する組織として監査委員会事務局を設け、対応を行っています。 
 
【原則４－14．取締役・監査役のトレーニング】 
新任者をはじめとする取締役・監査役は、上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責
務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深めるとともに、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽
に努めるべきである。 
このため、上場会社は、個々の取締役・監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やその費用の支援を
行うべきであり、取締役会は、こうした対応が適切にとられているか否かを確認すべきである。 
→ 
当社は、新任取締役に当社の事業および体制、当社における取締役の役割・責務に係る理解を深めていた
だくため、各事業部門の責任者より事業活動、今後の事業目標および事業リスクなど対話をする場を設け
ています。 
 
（補充原則） 
４－14① 
社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役は、就任の際には、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知
識を取得し、取締役・監査役に求められる役割と責務（法的責任を含む）を十分に理解する機会を得るべきであ
り、就任後においても、必要に応じ、これらを継続的に更新する機会を得るべきである。 
→ 
就任後については、執行役による業務執行状況の説明や幹部社員による事業活動およびその課題への取組
など定期報告の場を設け、市場動向や業界情報に加え、財務・組織体制など幅広い情報提供を実施してい
ます。 
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（補充原則） 
４－14② 
上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行うべきである。 
→ 
取締役に対するトレーニングの方針は、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第 10 条(取締役の
知識習得）において以下のとおり定めています。 
https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/ 
第 10 条(取締役の知識習得) 
当社は、取締役に対して、就任時のオリエンテーションの他、当社取締役の職務遂行に必要な当社グルー
プの事業その他の知識の習得のための機会を必要に応じて提供する。 
 
 
第５章株主との対話 
【基本原則５】 
上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主
との間で建設的な対話を行うべきである。 
経営陣幹部・取締役（社外取締役を含む）は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正
当な関心を払うとともに、自らの経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、
株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努
めるべきである。 
→ 
当社は、株主・投資家との建設的な対話を実現するため、株主総会の場以外においても、決算説明会やス
モールミーティング、個別面談、事業説明会、ESG 説明会などのさまざまな対話機会を設けています。 
また、これらの説明会や面談では、株主・投資家との対話を重視する観点から、CEO や CFO を含む経営
陣幹部が合理的な範囲で出席し、当社の経営方針等について直接説明を行っています。 
 
【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】 
上場会社は、株主からの対話（面談）の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に
資するよう、合理的な範囲で前向きに対応すべきである。取締役会は、株主との建設的な対話を促進するための
体制整備・取組みに関する方針を検討・承認し、開示すべきである。 
→ 
当社は、株主・投資家との対話を促進するため、IR を管掌する役員の下に、専門部署としてブランド・コ
ミュニケーション本部広報・IR 部 IR グループを設置しています。株主・投資家に当社の経営方針や財務
状況などを十分に理解いただき、当社の企業価値を適正に評価いただけるよう、公正で透明性の高い情報
開示に努めています。 
経営方針や財務状況など全般に関する開示内容については、取締役および執行役と関連部門間で事前に協
議し、共有しています。IR 活動を通じて得た株主・投資家の意見等については、定期的に取締役および執
行役にフィードバックを行い、経営に活用しています。 

https://www.hitachicm.com/global/jp/sustainability/governance/corpgovernance/guidelines/
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（補充原則） 
５－１① 
株主との実際の対話（面談）の対応者については、株主の希望と面談の主な関心事項も踏まえた上で、合理的な
範囲で、経営陣幹部、社外取締役を含む取締役または監査役が面談に臨むことを基本とすべきである。 
→ 
株主・投資家との対話を重視する観点から、決算説明会や事業説明会、国内外の投資家との個別面談等に
は、CEO や CFO を含む経営陣幹部が合理的な範囲で出席し、説明しています。 
 
（補充原則） 
５－１② 
株主との建設的な対話を促進するための方針には、少なくとも以下の点を記載すべきである。 
（ⅰ）株主との対話全般について、下記（ⅱ）～（ⅴ）に記載する事項を含めその統括を行い、建設的な対話が

実現するように目配りを行う経営陣または取締役の指定 
（ⅱ）対話を補助する社内のＩＲ担当、経営企画、総務、財務、経理、法務部門等の有機的な連携のための方策 
（ⅲ）個別面談以外の対話の手段（例えば、投資家説明会やＩＲ活動）の充実に関する取組み 
（ⅳ）対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ効果的なフィードバ

ックのための方策 
（ⅴ）対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策 
→ 
（ⅰ）当社は、IR を担当する執行役を指定しています。 
（ⅱ）専門部署である IR グループを設置し、株主・投資家の視点・論点について常に経営企画・財務・法

務などの関連部署と協議・連携する体制を整備し、建設的な対話ができるよう準備しています。 
（ⅲ）決算説明会をはじめ、スモールミーティングや事業説明会、ESG 説明会、CEO による個人投資家向

けのラジオ番組への出演など各種取組みを定期的に実施しています。 
（ⅳ）IR 活動を通じて得た株主・投資家からの意見等については、IR グループで取り纏め、定期的に取締

役および執行役に報告・説明しています。 
（ⅴ）社内規則として定めた「インサイダー情報管理およびインサイダー取引防止規則」に則り、IR グル

ープが中心となってインサイダー情報の管理を行い、適切な情報管理体制を構築しています。 
 
（補充原則） 
５－１③ 
上場会社は、必要に応じ、自らの株主構造の把握に努めるべきであり、株主も、こうした把握作業にできる限り
協力することが望ましい。 
→ 
当社は、IR 活動や株主との建設的な対話の充実を図ることを目的に、毎年３月末日および９月末日におけ
る株主名簿について、株主分布状況を把握するとともに実質株主の判明調査を実施しています。 
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【原則５－２．経営戦略や経営計画の策定・公表】 
経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、自社の資本コストを的確に把握した上で、収益計画や資本政策
の基本的な方針を示すとともに、収益力・資本効率等に関する目標を提示し、その実現のために、事業ポートフ
ォリオの見直しや、設備投資・研究開発投資・人的資本への投資等を含む経営資源の配分等に関し具体的に何を
実行するのかについて、株主に分かりやすい言葉・論理で明確に説明を行うべきである。 
→ 
日立建機グループは、「豊かな大地、豊かな街を未来に…快適な生活空間づくりに貢献」することを企業ビ
ジョンとし、「Kenkijin スピリット」を原動力に、「Reliable Solutions」の提供を通じて、「企業ビジョン」
の実現に向けた新たな価値の創造に取り組んでいます。 
また当社グループは、これまでも注力してきたバリューチェーン事業をさらに強化するために掲げた中期
経営計画「Realizing Tomorrow`s Opportunities 2022」で、最先端のデジタル技術を活用することで、深化
したソリューションを提供するとともに、必要となる組織や人財の育成をさらに強化し、変化に強い企業
体質への転換へ取り組んでいきます。 

 
 
（補充原則） 
５－２①上場会社は、経営戦略等の策定・公表に当たっては、取締役会において決定された事業ポートフォリオ
に関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見直しの状況について分かりやすく示すべきである。 
→ 
日立建機グループは、「豊かな大地、豊かな街を未来へ…快適な生活空間づくりに貢献」することを企業ビ
ジョンの核心とし、変化する社会と建機業界のニーズを捉え、社会課題に対する解決策を提供すべく、事
業ポートフォリオを転換してきました。2020 年度～2022 年度の中期経営計画である「Realizing Tomorrows 
Opportunities 2022」では、「バリューチェーン事業の強化」「お客さまとのあらゆる接点で深化したソリュ
ーションを提供」「北中南米全域で戦略を実現」「変化に強い企業体質の形成」の４つの戦略の柱を基に、
デジタル技術を活用したバリューチェーン事業の拡大とお客さまとのあらゆる接点でソリューションを提
供することに取り組んでいます。 
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IoT や AI などのデジタル技術を活用して、お客さまが保有する建設機械の多様なデータを収集・分析し、
お客さまの機械の使われ方や市場の特性に応じて、新車・レンタル・中古車・部品サービスを組み合わせ
て最適な解決策を提供していきます。このように、それぞれ特定したセグメントに集中することにより、
これからの時代で最も重要視される人財・技術・事業の多様性への取組みがさらに加速し、各セグメント
で価値のある事業ポートフォリオの構築を実現します。 
 
 

 


